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第
11
回
特
別
弔
慰
金
の

 
請
求
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

令
和
３
年
度
国
有
林

 

モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
！

鳥
取
県
立
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー

令
和
３
年
度
生
徒
を
募
集
し
ま
す
！

　

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
戦
没
者

等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔ち

ょ
う
い慰

金

（
第
11
回
特
別
弔
慰
金
）
の
請
求
受

付
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
令
和
３
年

４
月
15
日
か
ら
償
還
が
始
ま
り
ま
す

が
、
国
債
発
行
に
は
１
年
程
度
か
か

り
ま
す
の
で
、
請
求
が
ま
だ
の
人
は

早
め
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

　
　
　
　
　

特
別
弔
慰
金
と
は

　

今
日
の
日
本
の
平
和
と
繁
栄
の
礎

と
な
っ
た
戦
没
者
等
の
尊
い
犠
牲
に

思
い
を
い
た
し
、
国
と
し
て
改
め
て

弔
慰
の
意
を
表
す
る
た
め
、
戦
没
者

等
の
遺
族
に
支
給
す
る
も
の
で
す
。

支
給
内
容

　

額
面
25
万
円
、
５
年
償
還
の
記
名 

　

国
債

支
給
対
象
者

　

・
弔
慰
金
受
給
権
者

　

・
戦
没
者
等
の
子
、
父
母
、
孫
、

祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
、
戦
没
者

等
と
一
年
以
上
生
計
を
有
し
て

　

国
有
林
の
事
業
運
営
等
に
つ
い

て
、
国
民
の
皆
さ
ん
の
理
解
を
深
め

る
と
と
も
に
、
意
見
や
要
望
を
お
聞

き
し
て
国
有
林
野
行
政
に
反
映
さ
せ

る
た
め
、
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
を
募
集

し
ま
す
。

対
象

　

鳥
取
県
内
在
住
で
、
森
林
・
林
業

　

及
び
国
有
林
に
関
心
の
あ
る
成
人

　

の
人
。

※
た
だ
し
、
国
会
及
び
地
方
議
会
の

議
員
、
地
方
公
共
団
体
の
長
、
常
勤

の
国
家
公
務
員
、
平
成
30
年
度
か
ら

令
和
２
年
度
ま
で
３
年
間
連
続
し
て

国
有
林
モ
ニ
タ
ー
を
務
め
ら
れ
た
人

を
除
く
。

任
期　

令
和
３
年
４
月
１
日
～ 

　
　
　
　
　
　

令
和
４
年
３
月
31
日

応
募
締
切

　

令
和
３
年
２
月
１
日(

月)

※
募
集
の
詳
細
は
、「
近
畿
中
国
森

林
管
理
局　

国
有
林
モ
ニ
タ
ー
」
で

検
索
し
、
近
畿
中
国
森
林
管
理
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】　

近
畿
中
国
森
林
管
理
局
総
務
企
画
部 

企
画
調
整
課 

林
政
推
進
係
　
　
　

　
　
☎
06
ー
６
８
８
１
ー
３
４
０
１

対
象

　

高
等
学
校
等
卒
業
見
込
み
の
人
を

　

含
む
求
職
者
の
人

募
集
期
間

　

令
和
３
年
１
月
４
日(

月)

　
　
　
　

～
１
月
29
日(

金)

必
着

選
考
日　

令
和
３
年
２
月
８
日（
月
）

募
集
す
る
訓
練
科

倉
吉
校

　

も
の
づ
く
り
情
報
技
術
科
、

　

土
木
シ
ス
テ
ム
科
、

　

木
造
建
築
科
、
総
合
実
務
科

米
子
校

　

自
動
車
整
備
科
、
デ
ザ
イ
ン
科
、

　

設
計
・
イ
ン
テ
リ
ア
科

　

入
校
さ
れ
る
人
向
け
に
保
育
料
助

成
制
度
、
賃
貸
住
宅
家
賃
助
成
制
度

等
が
あ
り
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】　

倉
吉
校

　
☎
０
８
５
８
ー
26
ー
２
２
４
７

米
子
校

　
☎
０
８
５
９
ー
24
ー
０
３
７
２

※
県
内
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
も
募
集
要

項
を
置
い
て
い
ま
す
。

い
た
三
親
等
内
の
親
族
（
甥
、

姪
、
兄
弟
の
配
偶
者
等
）

※
支
給
で
き
る
順
位
が
あ
り
ま
す
。

※
遺
族
を
代
表
す
る
１
人
が
受
け
取

る
も
の
で
す
。
遺
族
間
の
調
整
は
、

記
名
国
債
を
受
け
取
っ
た
人
が
責
任

を
も
っ
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

請
求
期
間

　

令
和
２
年
４
月
１
日

　
　
　

～
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

請
求
受
付
窓
口

　

智
頭
町
保
健
セ
ン
タ
ー
「
ほ
の
ぼ

　

の
」
内　

福
祉
事
務
所

※
請
求
書
等
は
福
祉
事
務
所
に
あ
り

ま
す
。
請
求
者
に
よ
っ
て
提
出
し
て

い
た
だ
く
書
類
が
異
な
る
場
合
が
あ

る
の
で
、
相
談
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
予

防
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
窓
口
の
混

雑
を
避
け
る
た
め
、
事
前
に
電
話
予

約
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

　

保
健
セ
ン
タ
ー
福
祉
事
務
所　
　

　
　
　
　
　

☎
　
　
75
ー
４
１
０
２

　
　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

75
ー
４
１
１
０
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